
様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）､拓8

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

華理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･要諦鰐話鑛･会議費･資料I賊費･資料購ｽ費･事務費･匿壷園･人j4費

内 容 事務所賃借料（4月分）

年月 日 令和4年4月1日～令和4年4月30日 金額 69,056円

目的
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政務活動費支出額(a×b)

69,056円



様式第1－1－号

4－Z轄理番号
支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）
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入金日A0ﾕ2年Lメ 月7 日上記正に領収いたしました－－－－－
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領収書等の金額、案分率及ひ敏務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に※案分による支出がある場合は、

記入すること。

経費項目 謹研ｦ蹟.研修費･広聴癖費･野識儒瀧墳･会議費･厩雨･資粥騰入費･事務費･調朔漬･人件費

内 容 コピー料

年月 日 令和4年4月7日～令和 年 月 日 金額 1,601円

目的
頁平i壱寺(ﾉノユヒー
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領収書金額(a)

3,203円

分率(b)
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支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）
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案分の理由

政務活動・後援会で

使用のため。

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)領収書金額(a)

1／2

2,079円％4,158円

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 調査研籟･研修費･広聴蝿費･霊鞭儒種憤･簔蓋費･資料倫蹟･資料購入費.扉罰･事諦漬･人f蹟

内 容 BBパック保守料

年月 日 令和4年4月7日へ令和年 月 日 金額 2,079円

目的
インターネットの環境保守対応

使途
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様式第1－1号

－索=~軍司
支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整雪 号

経費項目 ﾖ踏形蹟･研修費･広聴I鱸･霊識儲瀧債･会塞･資料f儲蹟･鮮鵬入費･扉詞･謁銅漬･人件費

内 容 自動車リース料（4月分）

年月 日 令和4年4月11日～令和 年 月 日 金額 24,334円

目的
Ⅳ脚1国可ロノu、幸一＝切刃UH謬些1J／fｰ…v〆‘lシ…．鐸

使途
令和4年4月分リース料
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己宅 Iン、■し寺目″、胃U 己 ﾛ ロ ケデ

月額リース料53,000円から政務活動費対象外経費を除く48,668円の”相当額を請求する。

48,668円×]魁＝24,334円
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と後援会で案

領収書金額(a)

48,668円
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24,334円



株式会計R産ﾌｲﾅｺﾖ1ﾌﾙｻｰピｽNISSAN 契約成立日及びご契約車両に関する通知書

〒■■■
2019年 12 月 23 B

林芳久仁様
株式会社日産フィナンシヤルサーピス
リースセールスセンター
TELO120-999-235

日産フィナンシャルサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

日産BiZリースプラン契約に基づき、下記条件の通りリース自動車を通知します。

尚、本通知書はご契約が満了になるまでお申し込みの内容とともに大切に保管していただくようお願い致します。

契約番号■■■■
契約成立日 2019年 12 月 03 日

字、

､

鐸f楠罵り鐸碧蕊鐸菖自自震動琴篭明蚕細蕊藷溌議讓窪議蓋毒霧舞議鰐讓蕊謹篝霊霧藷議露講義塞篶蕊謹蕊誤謬蕊篝自震動琴篭明蚕細蕊藷溌議讓窪議蓋毒霧舞議鰐讓蕊謹篝霊霧藷議露講義塞篶蕊謹蕊誤謬蕊篝

車 名
キューブ 1500G CVT、 15G 5ドアワゴ
ン

型 式 ■＝画口凹qu－一U凸一凹琶■､

登録番号 ﾛ■■■■■■■■■■■

車台番号
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

年 式 2019 年式

塗 色 ビターショコラ(P)

ｵ古田の去劫､梢h
ユ"』』ピグ〒』~一些

霊(菅2胃ﾂ毒ﾘ.毒窯
｜
》
一

藤

リース開始日

リース満了日

間謹溌譲慧騨鑿講塞篝謹蕊毒鑛塞篝蕊篝謹鐸毒義簔毒蕊霊雀鐸蓋雲霧謬謹蕊識謹慧塞蕊

2019年 12 月 20 日

2023年 12 月 19 日 48ケ月

罐(泡，蕊j曝癖#料…漸態蹟熊驚鴬額料…箔養調瀧蝿#料…漸態蹟熊驚鴬額料…箔養調瀧蝿消養識鋪雲議開賎目祷煮茄謡謹撞誰顛籔班轄謂蕪議籍篝消養識鋪雲議開賎目祷煮茄謡謹f詞漠纒剰蕊瀦蕪議籍篝
争皿日謹宝聖辛 ■四F…一M

栴 箔雪弄常消費税込、 消費薪常

月額リース料

(均等払い）
53,000円 48， 182円 4，818円

総額リース料 2,544,000円 2,312,736円 231,264円
t

嬬嘩’割譲率料譲i

支払方法

『鋳§法謹蝋t艤溌鑑日鱗謹蕊艤蕊蕊鶴鑿譲讓雲霞蕊謡鶴雲讓蕊響錘塞議蕊譲蕊謹鶉謹

l動振替

ﾐ式会社日産フイナンシヤルサービスの金融機関口座に次のお客様の金融機関口座

､ら振替えるものとします｡
Ⅱ

支払日 第 1 回～第2 回 2 ケ月分 2020年2 月10日支払

第 ＊＊回～第稗回秤ヶ月分 －年拝月＊＊日支払

第 3 回～第48回毎月リース料2020年3 月から毎月10日支払

最終回リース料科司幸年拝月＊＊日支払

前払いリース料鍔＊年幹月＊＊日支払



20-[3-09115135 旧産ﾘﾝｽ¥剛制W)肩叱ﾂ振門 ＃ 2／ 2; 0543453248

林芳久仁様

見積書番号 0034255

作成日令和2年 3月 9日

日産プリンス静岡販売㈱

、擢繰ジ､罰バﾝ日本興蕊

＜保険期間＞令和2年 1月12日一

＜ 型 式 >Z12

令和B年 1月12日(4年間）

＜個人絃保険者･> <初度登録>令和1年12月

＜料率クラス〉■■■■■■■■■■
＜本土/沖糊>本土 く 圏 分 ＞ノンフリート

＜ﾚﾝｸｶ菌／戟習車＞

＜ 弔 紺 ．>

くそ･の他割増引＞新車割引

一

プランA ノ ( ， プランBノ
鋸《“種類錨

一． 1戸 椀■ローヘガロ唖〃 畢凹匡々Iｰm(呈睡
ロ”喉f垂哩栖過亟Qbﾛ

灘議溌潔鰄認＃溌潔鰄認＃

睦君一画r醒一、一F、巨巳』湾

翻歳以上補ｳ／
ロ" 哩訟巨煙程､幸グ、~胃七四百F

35能以上補償

向
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切

一
》

》齢
向

い

切

一
》

》齢 II N / 、 桶制囲 鉦制圃

|駕鰯覇|瀧蕊鞠I 耐物全損時轌雲魯用特約 対物全損時煙呈顕醗特約

| 蕊蝿騨
驚震譲! ｜ ／

ﾛｰドｱｼｽﾀﾝｽ特約

…
可守胤式可守胤式可守胤式

鍾繍畠鰐驚癖零

、

Th

r､1
紗、

ご『ご『ご『

F索11F索11F索11 一糯払
－

／－澪払 I

保険料

／

（紗"”
、 ／

／
／

払込方法2 、／ 〆

保険料 "蕊貰繭祠

＜記名被保険者＞ （お名前）林芳久仁梯

(始期時年齢）75重
(区分〉個人
(生年月日）昭和19年6月3日

＜ 草名 ＞ｷｭｰﾌﾞ

＜登録番号＞

＜用途軍狸＞自室用小型業用車
＜業務専用車＞非談当
＜使用目的＞通勤‘通学

乏鰯雛言照鼠
～

ください
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NISSAN (お客さま控え）
日産Bi zリースプランお申し込みの内容

貸渡人（乙）

申込年月B 年 月 日

鳫鰐人ご雇入'聞曇一局一コ
お客様用

名称■住用･TELI禿三､車両二画ず凸蜀問合せ租国エロ】

取日屋プリンス嗣岡販売株式会社

扱

醒

死

金

社

纏
■■■

腐廓今壮コード 言完所ｺード

1141Z 041

泊蝿壷柔卸貝

一
一垂筈号

千宗県千詫市英浜区中瀬二丁目6番地1 1 契約書の内容をよくお読尿あ玉更茗了零毛両票FpU宅で売家丁;－
株式会社日産フィナンシヤルサービス

代表取締役内村直友

甲及び連帯保証人は､墓面配載の「個人情報の取扱に問する同意条項｣に同定の上､下記自動車のﾘｰｽについて､下記条件及び裏面記蔵のリース契約
条項の通り乙に申込みます．

お申込人（甲）

住所 ﾊﾔｼﾖｼｳﾆ･

丘名 剛鼎埋約寄に
自署のうえ兵印冒
こ樵印く漣さい．

[個人1胃紐の取扱に閏するご排杏1

●甲並びに遅帝保証人方喫約された事実に関する情報l土､与信

判断及び与償後の管理のため､ ﾘｰｽ会社が加盟する個人

億用惰報栂間に笠録され､当骸機関の加盟与信案呑及び当眩

樫間と理携する個人低用1青魑樋間の加凰与{言葉者により利用

されます．

●詳細内容l土､本4ﾙ匡而約欣条軍記齢の『個人情報の取扱に関

する同定条項」だご確認ください．

｢ご…1

本毎面は呉紳旧骨古鋳lこ呉豹の内容を明らかにした唇面になり

声す.リース要約が終了するまで､お客さまのお手元にて、

大切に保暦して<麓さい．

二
一
一
二
匡

鹿系

生年月日

低協 ．

西居 年 月 日

連帯保証人

予定者
住所

氏名

連帯保旺人

予定者住所

別般契豹筈l= 氏名
目苓のうえ実印を

ご捺印ください．

別雅買約呑に

自署のうえ妄印を

ご捕印ください巳

腫粂

生年月日

孟屍

胞案

生年月日

電話

西居 年 月 日居西
一

年 月 日

6

』

I

agl9KA－1g5

FﾄッI 改訂版20191BIZリースプラン pOD-88-12訪問販売の場合でも､自動車リースにはクーリングオフの適用はありません。

支払方湊 自動振醤

Zの金融鰐胆ロ症に甲

から握智えるものとす

指定の主軸蝉岡口座

る． ．

支払日 ｢里&”青円及びご契約車両に関する通知毎』の通り

含まれるものは0．含まれないものは×

「5~]登縁箭畳用

「5~]自助粟税(理坂性能副】

観
匝

全
全

の
の

間
問

期
期

ス
ス

リ
０
リ料険保任

割
麦

別
償

種
税
賠

Ｉ
量
言

説
重
拠

車
軍
章

動
動
動

自
自
自

回
国
回
「司JAF受用

「5~]自助草保険(内容は(9)の通り】

「ﾇｰ]ﾒﾝﾃﾅﾝｽ･その他ｻｰピｽ1内容は(8)の通り）

妃亭項

キューブ 15oOG CVT
享 名 15G

5膿アワコン

型 式 TDUARGZ112 EDCA一一一一

唇鯉琴号 ｢契約Ft寺ﾛ乃Tﾒご契約車両に間する霜は､幸」の通り

車台番号 「里約F十行目刀ぴご契約軍両に問する禰釦零」の通り

年式 令和Z年式

塗色 ピターショコラ（P）

恒用の本拠地

■■■

１
２
３
４
５

禄
挿
幅
揮
挿

仕
仕
仕
仕
仕

単
串
準
率
壇

槁
桓
把
棚
棉

パﾂｹビﾕ

ウィンドウ

一モニター

橿水1zヶ月

マッドガード

6イャーズコート

ETCセットアップ

ETCユニット〈BMTB－昼）

ナピトションシステム

ドライブレコーダー

ペーシツクハツク

他

対人腸債 （1 名》

対物賠償 （1事故】

搭杲者1g書く1 名》 斡万円
人身憾害 〈1 名） 5，p00万円

嶮約付帯

冑I黙生

免責 0万円

《1事故) 特万円

対物全損修囚芸如費用 ローｱｼｽﾀﾝｽ

憲農簾鱸｡万他他軍逗転特約
人身I語畢外率故特約
出島壷』旦陵罷圭パ、･口士、茜

車両桑件亦扇停険なし 免買 0－0万円

特約付帯

1年度 F万円 5年眉 ＝万円
2年度 棹万円 6年度 拝万円

3年度 “万円 7年度 窮胃4年属 幹万円 B年度

巫面ﾘｰｽ契約条項のとおりとし､･本契約に係る「規定投呑金琴匝」

は次のとおりとします．

舶定lロー命茎士哩 2,7460115円

リース閲始日 年 月 日

潤了日 年 月 日 48 ヶ月 月平均 1.500km以内

月皿リース料
【均寺払い） 53.000円 48,1B2円 4,818円

”稗挙附ooolq－1瑚辮”偽鋤6，J
,Ijj6,Iool9-J繩鯛=E663"
班ｲｨ”〆隆=ZMjj必丹(月蜘認）

剛擢1

緯覗ﾘｰｽ料 2,544,000円 21312.736 1 231,264円

’ 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

リースセールスセン冤一■■
nlワn－－pqq・一ﾜ

■
23f■■■■■ 帳票番号 L100-B8-11



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

按分率及び政務活動費の支出額をそれ※按分による支出がある場合は､按分の理由、領収書等の金額、

ぞれ該当欄に記入すること。

経費項目 願罰調･研修費

内 容 静岡骨髄バンク推進をする会：年会費

年月 日 令和4年4月14日～工賊年 月 日 金額 2,000円

会の趣旨。

目 的

会の活動

内容等

■■=＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

政務活動.

県政との

関連性

ロ坐． ＝〆手訶～昔一巨へ，昌〆U J－､~『渉二I員dH＝ぜ~匪 一一9－､ lJ U聖～し､H ~ンJ 〆6~〆0－Jグリローグー望 〃 ー

支援協力

・ドナー、患者及び､その家族に対する支援活動

･医療検査機関及び医療保険の充実並びに、患者負担金の軽減を求める活動

骨髄提供者への公的助成制度の導入に向けた取り組み等の課題を実現する為、私は、会の

顧問を務め、取り組んでいる。

く領収書貼付枠＞

。
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&狸烏目岬にH-j埋剥唾'中S埋碇u臆ﾄﾖ伝出鷺｣ﾄﾉ､'泉瓢ノム。

:~Z〃b〃を溺塞〆･正金鳥農
･事業概要・その他（ ）|団犀あ霊1添付書類※

Ｎ
一
口

一
ｍ
中

耐

“

↑､｡

ヤ

鋼
澤
や
心
八
買
塁
牢
屋
症

王
一
十
一
四
一
十
一
塵
二
十
一
個
一
斗

ヱ

十
一
四

十
一
塵
二
十

田

卜

、

、
一
、

、
拾
一
一
一

篝

坐
／
又
洋
坐
書

四
Ｊ

宗
一
蕾
一
画

、
Ｃ
ｏ
ｏ
封
“
ぐ
ひ
室

、
（
『
ｍ
苛
め
Ｎ
）
割

哩
哩
嵩

三
抑
署
煙

吋
弓
ｌ
ぐ
ロ
ー
ゴ
ロ

圧門
’
弓
伸

一
ぺ
司
起
誕
窪
一

帝
銅
臨

口圏膿嘩蕉噸 ミベ柳￥ 網羅 )」垣雲く 冥謂 菫鶚

案分の理由

政務活動に資する団体会費の

ため、全額充当する。

領収書金額(a)

2,000円

寮分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2，000円
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静岡骨髄バンクを推進する会会則

第1章総則

〈名称） 本会は｢僻岡骨髄バンクを推進する会』と称します。

(事務所） ・本会は事頼所を箭岡市葵区駿府町1･-70静岡県総合社会福祉会館｢も

（目的） 本会は県民の骨髄移植に対する理解の促進と骨髄提供登録者(ドナー）

（事業） 本会は前条の目的を達成するために罰榊岡県内において次の事票を行I
(1)。 （財)骨髄移植推進財団｡日本赤十字社､地方自治体等が行う骨1

啓発､広報宣伝活動並びに骨髄提供者の募集業務に対する支授
(2)．機関紙､広報鯨､バﾝﾌﾚｯﾄ等の発行､送配布､並びに学習会開

方法による普及啓発､広報五伝活動
(3)． ドナー､患者及びその家族に対する支援活動
（4>，医鰹･検査機関及び患者負担金の軽減罰医様保険の充実を求め用
⑤. .その他本会の目的達成の為に必要な活動

2本会の事票年度は4月1日に始まり､3月馴日に終わります。

条
条
条
条

１
２
３
４

第
第
箆
第

篦2章会員．

第5条 （会員） 本会は会の目的に賛同し､入会手続きを行った者を会員とします。

第6条（会員の種類>本会の会員は正会員と､資金援助をして戴ける個人又は団体の攪助会

第7桑 （会費） 会員の年会費を次のとおりとします。
(1)．正会員一一一一一 2，OOO円 ．

但し､学生一一一一 1,OOO円 一
(2)．賛助会員－－－－1口5，OOO円

第8条 （退会） 会員は次のいずれかに骸当したとき､退会することとします。
(1)，退会届を会長に提出したとき
(2)．年会費を2年間以上未納のとき ．
(3)．会の名誉を偶つけたり秩序を乱すような不適切な首動があったとそ

臓決により退会を命じることがあります。

第9柴（会費の返還)会員は退会に際し､既納の年会費の返還臆求はできないこととします｡

第3章役員

"10条 〈役員） 本会に次の役員をおきます。
(1)，会長 1名
②．運営需員長 1名
(8)，副会長 若干名
(4)．事務局長 ・ 1名 ． ， ．
(5)．運営霊員 若干名．
(6)．監事 若干名

第洲条〈役員の選出)本会の役員は総会において選出します． ．
， 2年度中途に会長を除く役員の解任及び欠員補充､又は増員を行うと割劇

第'2条(役員の任務)役員は本会の目的を遂行するために､それぞれの任務を担当します。
(1)．会長は本会を代表します。 ・ ：



t

(2).運営委員長は運営委員会の責任者として事粟及び活勵の実施を：
会長が指名した役員が任務を代行します｡(監事を除く)。

(3)，副会長は会長を補佐し､会長に事故あるときはその任務を代行い
く4)．事務局長は本会の事務処理を遂行し､事務局長に事故あるときけ
，代行します｡(監事は除く） ．

<5>、運営委員は本会全体の逼営について､運営委員会において協調
遂行します。

<8)、監事は本会の会計を監査し､総会において報告します。

第13染く役員の任期)役員の任期は1年間とします。
但し､再任を妨{fません。

・2年度中途に選出された役員の任期は総会前日までとします。

(顧問） 本会に医師､学鯉経験者等の顧問をおくことができます。
2顧問は､運営委員会の識決を経て会畏が委嘱します。
3顧問は､会長の諮問に応じて総会､運営講員会等に出席して意見を述ぷ

第14乗

第4章槻間

篦15条 （槻閣） 本会は総会､運営委員会､事璃局会溌をもって槻関とします。

"16条 （総会） 総会は本会の最高纏決槻関であり､本会の運営に関する重要事項を鰻
2総会の開催は原則として年1回､4月とします。
但し､運営委員会の譲決､又は会員の過半数の要請があったときは臨脹
3総会は､霊任状を含む会員の過半数の出席をもって成立します。
4総会の讃決を要する事項は次のとおりとします。
(1)．事桑報告並びに事業計画の承認 ．
(2)，会計報告並びに予算の承認 ．
(3)．役員の遇任
(4)．会則の改定
(5)．その他総会で必要と盟める事項． ．

5総会の諏決は雲任状を含む出席会員の過半数により決します。

第17条(運営委員会)運営委員会について次のとおり定めます。 ．
(1)、還営委員会は運営委員長が開催し､第4条に定める事業及び活ロ

決定します。
但し､運営委員会は本会則の規定並びに総会の議決事項に抵触‘
できません。

(2)､運営雲員会は会長､運営霞員長､副会長､事務局長､運営要員に
(3)．運営委員会は､原則として月1回開催することとし､前2号に定め4

栽蕊を負うこととします。
(4)‘会員はオブザーバーとして､運営委員会に出席し発言することが可

但し､隠決に加わることはできません。 ‘

本会の事務を処理するために事務局を股面します。
(1).事務局に総括責任者として康務局長を齢くぼか､所要の斑員をお’
(2).職員の採否は運営霊員長が亭務局会艤の梢成員に諮ったうえ決

第18柴 （事務局）

箪19条(事務局会寵)率務局会礒について次のとおり定めます。
(1)．運営委員会の効率を回るために､運営震員長は事前協識機関と（
(2)．事務局会膿は､会長､運営委員長､副会長､事務局長により構成I

第5章会計

"20条 （会計〉 本会の会計は会費､寄付金､委既事繋費その他をもってまかないます。

－ー－
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2本会の会計年度は4月1日に始まり､3月31日に終わります。
但し､4月1日以降総会開催日までの間.運営委員長は必要に応じて予
します。

3本会の会計は年1回会計監査を受け､総会において承淫を得ることとし：

第6章その他

本会則に定めのない事態が発生したときは､運営要員会において協瓢
2本会は全国各地の目的を同じくする会との連帯を図るため『NPO全国骨
協厳会｣に加盟します。
3本会は静岡県内の行政椙関､医掘関係者等によって組織される『僻岡W
連絡協臓会｣の一員として活動を行います。

(その他〉第21条

本会則は平成4年4月29日施行､平成5年4月2g日一部改定､平成74
平成10年4月29日一部改定､平成12年4月29日一部改定､平成141

付則

平成16年4月29日一部改定､平成21年4月29日改定しました。

〃

一L



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

000のうち静1耐県支割l=¥5.000を鰐

吏

t

自
己
帰
濱
則

)･事ﾐ業概要

’濯涯坐垂rn 1 ,飴垂拝話+,雲ざす山霜',罰Y1，1竺冑Ih7窒今労斉r員、
案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

※按分による支出溺ある場合は､按分の理由、領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

を梺建宙方

経費項目 願罰莞司･研修費

内 容 公益財団法人オイスカ2022年度賛助会費

年月 日 令和4年4月15日～平成年 月 日 金額 20,000円

会の趣旨.

目 的

｡｢すべての人々がさまざまな違いを乗り越えて共存し､地球上のあらゆる生命の基盤を守

り育てようとする世界」を目指す6

主に、アジア・太平洋地域で農村開発や環境保全活動を展開している。

会の活動

内容等

による蕊保霊動をしている。

･国内外の活動への支援（ベルマーク・古本・書き損じはがきや募金など身近にできる活

動を行う｡）

･講演会開催やイベントへの招待

T酌藻涯雷h ・
=一一与〆ご■閏＝一

県政との

関連性

奔林ﾔ舍林雲-+111葬中｣齢に冬I具内至杢林間伐お上が里山づくし〕雲の活動葬. Hhj成の人逹
クゲ』ロ ロ ロ マーロ a マ マ ー U ■ー ロ ーー ■ 門F U ■■ ＝"F6= ﾛ ■ ﾛ ■箸F毛 ■ ー －－5 口 ■ 伝 画 ■戸一安一－■ ローー 声■ 一 =－

と進め環境向上に努める一方､尉了政への要望事項もあり、森林環境を守っていく支援を

要請していく。

20,000円

／

100％ 20,000円



2022年4月吉日

林芳久仁様

公益財団法人
理 事 長

静岡県支部会長

2022年度賛助会費納入について（御依頼）

謹啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当法人の推進する国際協力活動に

対し、ご理解とご支援を賜り心より感謝申し上げます。

さて、昨年オイスカは60周年を迎え10ヵ年計画を発表いたしました。コロナ禍において国内外
で活動が制限されておりますが、社会のニーズに応えていくため地域に根付いた植林活動や人材育

成等を継続しSDGsの実現に向けて従来のカタチにとらわれることなく推進をして参ります。ま
た昨今のウクライナ情勢についても、国際協力団体として憂盧しており、当法人は政府に対してウ
クライナ避難民の受入れ支援を表明いたしました。政府からの要請に基づいて、ウクライ･ナの人々
に寄り添った支援をおこなう計画をしております。また、引き続き会員・支援者の皆さまからご理

解をいただけるよう活動の可視化に努め、 SNS等のネット情報発信を強化していく所存です。

つきましては引き続き賛助会員としてご支援のご理解とご協力いただき、ご支援を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

謹白

＝詞

肩口

2022年度賛 会費￥ 25,000-

静岡県支部費￥5,000-として

7静岡県支部会長落合偉洲

（口座番号） 0029906

（口座番号） 1449211

（口座番号） 2502818

（口座番号） 0442325

但し、

公益財団法人オイスカ静

名塚支店 普通 （に

浜松支店 普通 （に

本店営業部 普通 （に

三和支店 普通 （に

【銀行振込の場合】 （口座名義）

の静岡銀行

スルガ銀行

清水銀行

浜松いわた信用金庫

【コンビニ、郵便払込の場合】

同封の用紙をご利用下さい。

【優遇税制】 確定申告の際、所得税の寄附金控除の対象となります。
また、各都道府県・市区町村の定めにより住民税寄附金控除の対象になる場合もありますので、お
住まいの住所のある自治体へお問い合わせください。

※受領証が申告の際必要です。なお、受領証の再発行はできません。

【会計年度】 4月1日～翌年3月31日となっております。

【連絡先】 公益財団法人オイスカ静岡県支部
〒431-1115浜松市西区和地町5815番地

Tel O53-401-3980/Fax O53-401-3981 e-mail:shizuoka@oisca.org

以上



ZOO1/016

公益財団法人オイスカ定款

第1章総則

（名称）

第1条この法人は、公益財団法人オイスカ（以下「この法人」 という｡） と称し、 （英文

ではOrganizalionmrmdustmal, Spiritual andCulturalAdrancement-

･mternafiona,JaPan(通称=OISCAJapan) と称する。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。

（目的）

第3条この法人は、国連経済社会理事会の諮問資格を有するオイスカ・インターナショ

ナルの理念と精神に基づき、開発途上諸国に対する産業開発協力事業の推進及び地球

環境保全等に関する事業を行い、これら諸国との友好親善及び広く地球社会の持続可

能な発展に寄与することを目的とする。
I

（事業）

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う．。

1公益目的事業

（1）開発途上諸国での持続的な農山漁村の地域開発協力事業

．｡） 開発途上諸国を中心に世界各地での環境保全及び環境教育推進のための「子供の

森」計画事業

（3） 開発途上諸国の持続的な地域開発推進のために受け入れる産業研修員の人材育成

技術協力事業、及び外国人技能実習生受け入れに伴う職業紹介等の事業

(4J国際相互理解の促進、及び地球社会の持続可能な発展のための啓発普及事業

。 （5）開発途上国等における災害発生時の緊急支援、及び復興支援事業

（6）前各号の事業に必要な施設の設置運営及びその他この法人の目的を達成するため

に必要な事業

2 その他の事業

、 この法人は、公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行うことができる。

．(1)不動産賃貸業

（2）その他前項各号に定める事業に関連する事業 ．

1
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3前第1項及び第2項の事業については、アジア太平洋地域を主とした世界各国及び

本邦各地において行うものとする。 、

（事業年度）

第5条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（規律）

第6条この法人は、評議員会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正か

つ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努める

ものとする。

第2章財産及び会計

（財産の種別)

第7条この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2基本財産は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、 「一般社団・財団

法人法」という｡）第172条第2項に規定する、この法人の目的である事業を行うため

に不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

3その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4公益認定を受けた日以後に、公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めず寄附

を受けた財産については､その50％又はそれ以上を公益目的事業に使用するものとし、

その取り扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

（基本財産の維持及び処分）

第8条基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、評議

員会の議決を経なければならない。

. （財産の管理・運用）

第9条この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決

議により別に定める資金運用規程によるものとする。

（事業計画及び収支予算）

第10条この法人の事業計画書及び収支予算害、資金調達及び設備投資の見込みを記載し

2
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た書類は､毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し､理事会の決議を経て、

直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日まで

に行政庁に提出しなければならない。

（事業報告及び決算）

第11条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書

類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において

承認を得るものとする。

（1）事業報告書

（2）事業報告の附属明細書

（3）貸借対照表

（4）正味財産増減計算書

（5）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

（6）財産目録

2前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に行政庁に提出しな

ければならない。

3 この法人は、第ユ項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、

貸借対照表を公告するものとする。

I

.(公益目的取得財産残額の算定）

第12条理事長は、公然託同法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48

条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額

を算定し、第63条第1項第10号の書類に記載するものとする｡

（長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け）

第13条この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって

償還する短期借入金を除き、評議員会の議決を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を

経なければならない。

（会計原則等）

第ユ4条この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うも

のとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程

によるものとする。

8
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3特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取

扱いについては、理事会の決議により別に定める特定費用準備資金等取扱規程による

ものとする。

第3章評議員及び評議員会

第1節評議員

（定数） ．

第15条この法人に、評議員7名以上13名以内を置く。

（選任及び解任等）

第16条評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

2評議員の候補者は次により選出する。

(1)個,々の評議員の推薦による者

(2)理事及び監事の推薦により理事会の承認を経た者

3評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分

の1を超えないものであること。

イその評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

口その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハその評議員の使用人

二ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財

産によって生計を維持しているもの

ホ,ハ又は二に掲げる者の配偶者

へロから二に掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする

もの

②他の同一団体（公益法人を除く｡）の次のイから二に該当する評議員の合計数が評

議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ理事

ロ使用人

ハ他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定め

のある者にあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者

二次の団体において職員である者（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除

く。）

①国の機関

4
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②地方公共団体

③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定

する大学共同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人又は認可法人

3評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の

数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数

が評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員

には監事及びその親族その他特殊の関係にある者が含まれてはならない。

4評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

5評議員に異動があったときは、 2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、

遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

（権限）

第ユ7条評議員は、評議員会を構成し、第21条第1項に規定する事項の決議に参画す

るほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

’

（任期)・

第18条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2評議員は、辞任又は任期満了後においても、第ﾕ5条に定める定員に足りなくなる

ときは､新たに選任された者が就任するまでは､その職務を行わなければならない。

（報酬等）

第19条評議員は、無報酬とする。

2評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

3前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の

報酬並びに費用に関する規程による。

‐第2節評議員会

（構成）

第20条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第21条評議員会は、次の事項を決議する。

5
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(1)役員（理事及び監事。以下同じ）の選任及び解任

(2)評議員の選任及び解任 ．

(3)役員及び評議員の報酬等の総額及びその支給の基準

(4)定款の変更

(5)各事業年度の事業報告及び決算（計算書類）の承認

(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(7)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

⑧合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止

(9)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの

定款に定める事項

2前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第24条第1項の書面に記載した

評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

（種類及び開催）

第22条評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

、 3臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

（招集）

第23条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理

事長が招集する。

2前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の

理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければな

らない。

（招集の通知） ′

第24条理事長は､評議員会の開催日の1週間前までに､評議員に対して､会議の日時、

場所、 目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることな

く、評議員会を開催することができる。

（議長）
J

第25条評議員会の議長は､その評議員会において､出席した評議員の中から選出する。

6
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（定足数）

第26条評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

（決議）

第27条評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及び

この定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。

2次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の

2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

。 （1）監事の解任

⑫）定款の変更

． （3）基本財産の処分又は除外の承認

④その他法令で定められた事項

（決議の省略）

第28条理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案

について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同

意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったもの

とみなす。 ．

（報告の省略）

第29条理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合におい

て、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が

書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への

報告があったものとみなす。

（議事録）

第30条評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなけれ

ばならない。

2前項の議事録には、議長及びその評議員会に出席した評議員の中から選任された

議事録署名人2名、並びに出席した代表理事が記名押印するものとする。

（評議員会運営規則）

第31条評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、

評議員会において定める評議員会運営規則による。

７
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第4章役員等及び理事会

第1節役員等

（種類及び定数）

第32条この法人に、次の役員を置く。

（1）理事7名以上13名以内

⑫）監事2名以上3名以内

2理事のうち2名を代表理事とし、 3名以内を一般社団・財団法人法第197条が準

用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

3代表理事のうち、 1名を理事長、 1名を副理事長とする。

4業務執行理事のうち、 1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。

（選任等）

第33条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3前第2項で選定された代表理事より理事長及び副理事長を選定する。

4理事会は、その決議によって第2項で選定された業務執行理事より専務理事1名、

常務理事2名以内を選定することができる。

5監事は、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人を兼ねることができ

ない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

6理事のうち、理事のいずれかエ名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で

定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

7他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係

にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を

超えてはならない。監事についても同様とする。

8理事又は監事に異動があったときは、 2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行

政庁に届け出なければならない。

（理事の職務・権限）

第34条理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の

執行の決定に参画する。

2理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3副理事長は、理事長と共にこの法人を代表し、理事長を補佐する。

4専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

5常務理事は、この法人の業務を分担執行する。

8
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6業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める理事の職務権限規程による。

7代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ケ月を超える間隔で2回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務・権限）

第35条監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の職務執行葬藍杏し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するこ

ル
ー◎

（2） この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算

・ 書類及び事業報告等葬藍杏すること。

（3）評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。

（4）理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、

．又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める

ときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。

（5）前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求するこ ．

と。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週

間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は､直接理事会を招

集すること。

（6）理事が評議員会に提出しようとする議案､書類その他法令で定めるものを調査し、

法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その

調査の結果を評議員会に報告すること。

（7）理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為

をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法

人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめ

ることを請求すること。

（8）その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

’

（任期）

第36条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3役員は、第32条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了

後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなけれ

ばならない。

9
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（解任）

第37条役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任するこ

とができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の

3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(]J職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

②心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる

とき。

（報酬等）

第38条役員は､無報酬とする｡ただし､常勤の役員には報酬を支給することができる。

2役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3前2項の報酬の総額及び支給の基準は、評議員会の決議により別に定める役員及

び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

（取引の制限）

第39条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を

開示し、理事会の承認を得なければならない。

（1） 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

（2） 自己又は第三者のためにするこの法人との取引

（3） この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における

この法人とその理事との利益が相反する取引

2前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく｡、理事会に報告しな

ければならない。

3前2項の取扱いについては、第55条に定める理事会運営規則によるものとする。

I

（責任の免除）

第40条この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111

条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決

議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度

として、免除することができる。

（会長）

第41条この法人に、名誉的立場の会長を1名置くことができる。

2会長は、理事会の決議を経て、推戴する。

3会長の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払い

をすることができる。

ｴ0
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（顧問）

第42条この法人に、 ユ0名程度の顧問を置くことができる。

2顧問の委嘱は、理事会において決議する。

3顧問の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払い

をすることができる。

4顧問の任期は、委嘱後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。

（参与）

第43条この法人に、 20名以上30名以内の参与を置くことができる。

2参与の委嘱は、理事会において決議する。

3参与の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払い

をすることができる。

4参与の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。

（会長及び顧問・参与の職務）

第44条会長及び顧問・参与は、理事会又は代表理事の諮問に応え、理事会又は代表理

事に対し、参考意見を述べることができる。

第2節理事会

(設置及び構成）

第45条この法人に理事会を設置する。

2理事会は、すべての理事で構成する。

（権限）

第46条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

（1） 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

⑫）規則の制定、変更及び廃止に関する事項

（3）前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

（4）理事の職務の執行の監督

（5）代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任すること

ができない。

11



回013/016

、
妙
鋤
り

く
く
く
く

重要な使用人の選任及び解任

重要な組織の設置、変更及び廃止

内部管理体制の整備

第40条第1項の責任の免除

ﾕレ

（開催）

第47条理事会は、毎事業年度3回以上開催する。

2理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき。

（2）理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請

求があったとき。

（8）前号の請求があった日から5日以内に､その請求があった日から2週間以内の日

を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理

事が招集したとき。

（4）第35条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったと.き、又は監

事が招集したとき。

（招集）

第48条理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集す

る場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2前条第2項第3号による場合は、理事が、前条第2項第4号後段による場合は、

監事が理事会を招集する。

3理事長は、前条第2項第2号又は4号前段に該当する場合は、その請求があった

日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理

事会を招集しなければならない。

4理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的である事項を記載した書面を

もって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければなら

ない。

5前項の規定にかかわ.らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続

を経ることなく理事会を開催することができる。

I

（議長）

第49条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（定足数）

第50条理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

12
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（決議）

第51条理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を

有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

今

（決議の省略）

第52条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、そ

の提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったも

のとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

（報告の省略）

第53条理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し

たときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2前項の規定は、第34条第7項の規定による報告には適用しない。 ．

（議事録）

第54条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席し

た代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

（理事会運営規則）

第55条理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定める.もののほか、理

事会において定める理事会運営規則による。

第5章定款の変更、合併及び解散等

（定款の変更）

第56条この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2

以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条

に規定する事業及び第16条に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第59条

に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。

2前項にかかわらず、評議員の全員が賛成するときは、第3条に規定する目的、第

4条に規定する事業及び第16条に規定する評議員の選任及び解任の方法について、

変更することができる。

3公茶牡岡法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公益認定法」 とい

13
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う｡）第11条第エ項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、そ

の事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

4前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければな

らない。

今

（合併等）

第57条この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2

以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は

一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

・ 2前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならな

い。

（解散）

第58条この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で

定めた事由により解散する。

（公益目的取得財産残額の贈与）

第59条この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する

場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く｡）において、公益

認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当す

る額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、評議

員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体

に贈与するものとする。

I

（残余財産の処分）

第60条この法人の解散等により清算するときに有する残余財産は､評議員会の決議に

より、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認

定法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公

益法人等に該当する法人に寄附するものとする。

第6章支部及び委員会等

（支部及び委員会等）

第6エ条この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、

支部及び委員会等を設置することができる。

14
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2支部会長及び委員会等の委員等は､理事会において選任及び解任する。

3支部及び委員会等の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、評議員会及び理事

会の権限に抵触しない範囲で、理事会の決議により別に定める。
今

第7章事務局

（設置等）

第62条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

、 2事務局には、所要の職員を置く。

3重要な職員は、理事会において選任及び解任する。

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に

．定める。

（備付け帳簿及び書類）

第63条事務所には、法令の定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておか

なければならない。

（1）定款

（2）理事、監事及び評議員の名簿

（3）認定、許可、認可等及び登記に関する書類

④定款に定める機関の議事に関する書類

（5）財産目録

（6）役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

（7）事業計画書及び収支予算書

（8）事業報告書及び計算書類等

⑨監査報告書

（10)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれら数値のうち重要なものを記載し

た書類

（11）その他法令で定める帳簿及び書類

2前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第65条第

2項に定める情報公開規程によるものとする。

第8章賛助会員

(賛助会員）

15
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第64条この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができ

る。

2賛助会員に関する必要な事項は、理事会及び評議員会の決議により、別に定める

賛助会員に関する規程による。

第9章情報公開及び個人情報の保護

（情報公開）

第65条この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、

・ 財務資料等を積極的に公開するものとする。

2情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程に

よる。

（個人情報の保護）

第66条この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すもの･とする。

2個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報

保護規程による。

（公告）

第67条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により

行う。

附則

ュ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（以下「整備法」という｡）第106条第エ項に定める公益法人の設立の登記の日から

施行する。

2整備法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登

記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度

の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別紙役員名簿記載のとおりとす

る。

4 この法人の最初の代表理事は中野利弘、渡邉忠、業務執行理事は永石安明、廣瀬

道男、新屋敷造保とする。

5平成25年8月20日一部改正

平成30年6月19日一部改正

16
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支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額､案分率及U政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 冒趨曹讃･研修費･広蹴霜･要瀞擦漉曠･会議費･資料f鰄費･資糊静費･函･事諦漬･人f蹟

内 容 FAX･インターネット接続料(4月分）

年月 日 令和4年4月15日～令和年 月 日 金額 3,083円

目的
収拐¥古動を竹~フための上q~AX・インター不ツトα坏|｣用のため

使途

堅4カガロ割一

県政との

関連性
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案分の理由

政務活動と後援会で案

分

領収書金額(a)

6,167円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

3,083円
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三
支出証拠書(各種団体会費）

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

ふじのくに爆風ｸﾗ7" N9 001550

制く芳久ルー 様
領収証

多/f"ｸ万一 r
但 延な夏会費 ダ月分

/令燕平碇タ年祭月｡Z久日上記正に領収いたしました

公益財団法人野村生涯教育セ

理事長金子由

|※添付書類:団体の会則･事業概要･その他(団体の移綱 ）

奏分の理由、領収書等の金額、案分率及び政務活動費の支出稚

ぞｵ頂亥当欄に記入すること。

牽琴管 号

経費項目 願罰晁買･研修費

内 容 野村生涯教育センター：正会員会費（4月分）

年月 日 令和4年4月22日～令和年 月 日 金額 1,000円

会の趣旨．

目 的
と豊かな文化の創造に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

＊生涯教育に関する大会・講演会の開催

＊生涯教育に関する教育相談、グループ討議

*その杣‘‐この法人の目的を達成するために必要な事業

政務活動.

県政との

関連性

ノゴ上l凶(ﾉﾉ4ﾜTl崖云い一参ﾒﾉ1-'し、 ノ 、Yt-fローーノノーロロレロv ・・己ｿ ,。＝Uｰd､ソ、 ロ円-l-lI I』 、琴ｿJH~ロ､'一'目､一

んのお考えを聞き、自分の意見を話すことにより、政務活動の参考にしています､

宝 ，今の理由案分の理由

政務活動に資する団体会

費のため､全額充当する。

栢収害令額(a)
D〆、厚も一一孝､､ー"

1,000円



…鑑財団法人

野村生涯教育センター 一
一

一
》加槻W…魂鈎炉L……"m上掴…

鍾壷壼臺勢: ;鍾雷軍議識;辱＝鍾壷豆壼藝

要綱l生涯教育への願い ｜ 沿革 l 理事長略歴 ｜ 役員

名露会員 l 組織‘支部達路所 ｜ 所在地 ｜ 阜業内容図

要綱

公益財団法人野村生涯教育センターは、野村佳子が創設した教育ボラ

ンティア活動の組織である。

、

＝…．箸冒壼＝一一

公苓財団法人野村牛窪教育センター

〒151-0053東京都渋谷区代々木1-47-13

名称 この法人は、公益財団法人野村牛涯教育センターと称する。

この法人Iま、王ﾉこつ季猫脚Tセー百p産合lxl上I亘へ。

目的

この法人は、創設者野村佳子が構築した東洋の自然観に立

脚した人間の位置づけ、価値づけの基本理念としての教育論

を基盤に生涯を通じた学習及び実践活動(以下生涯教育とい

う)を推進し、もって人間資質の向上と豊かな文化の創造に
寄与することを目的とする。

事業

この法人は、目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)生涯教育に関する講座・勉強会等の開催

(2)生涯教育に関する大会、講演会の開催

(3)生涯教育に関する国際交流・支援

(4)学習者に対する助成

(5)生涯教育に関する出版物の刊行

(6)生涯教育に関する教育相談グループ討議

(7)公益事業をしている他団体への協力・支援

(8)その他、どの法人の目的を達成するために必要な事業
上記の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。

－吟

今員頬壼

この法人の趣旨に賛同し、後援する個人または団体を賛助会

員とすることができる。 ．

正会員： 月1,000円

特別会員： 月10,000円

法人会員（団体） ： 年1口以上、 1口120,000円

学習者

学習者は、0歳から90歳を越える年齢に及び、年代層に応じ

て、組織としては幼児教育部、児童部、青年部、成人部、高

年部で構成されており、それぞれ年間を通じ、野村生涯教育

のカリキュラムに従って学習が続けられている。

また、国の中央、地方行政をはじめ、教育関係者、 P1弧、企

業、マスコミ、各政党、一般社会のあらゆる階層とのコンタ

クトを続け、全国大会、講演会、懇談会、研修会と機会をあ

るごとに社会ぐるみの対話と連携を進めている。
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支出証拠書

（会派名･議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

QTrn~今写

悪 調100％

※案分による支出がある場合は、飼便書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 計遁形蹟･研修費･広聴広報費･要藷糯謡曠･会議費･資料f賊費･資繩静費･函･謡銅漬･人側賓

内 容 NHK放送受信料(4月･5月分）

年月 日 令和4年4月25日へ令和年 月 日 金額 4,440円

目的
以1分{面里Uさf嗣以J90/L"ﾉ【ノノ|月祁JlX=

使途
NHK放送受信料(4．5月分）

政務活動．

県政との

関連性
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支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）鑑6

案分の理由

政務活動・後援会で

使用のため

F1I▽=,令霜/a， 安‘公垂ｲ1ﾍ、 | 7棒痒舌h塞圭ILJ雷/二、/L､、

※案分による支出がある場合は、

記入すること。

領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰調誇癌婿･会議費･資料I勵潰･資1糠入費･事務費･認･人件費

内 容 事務所賃借料（占月分）

年月 日 令和4年占月1日～令和4年F月,3胴 金額 69,056円

目的
判与Iヅ』ノU・ひｰ＝切刃］H畢竺1 JノJこい〆曹一手q刀ノノIv〆呈1日

使途
令和4年占月分賃借料

…力1口割

県政との

関連性

、I鋸P吟胃只HI J. '~「ぞ

| "04-04=261BF I
卜

*138,113‘夕馴ｲﾄﾌﾔﾁ冑ﾉ(SHF i
I

138,113円

1／2

％ 69,056円
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4壹万訂

支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

挙雫言

経費項目 調劃職潰･珊彦費･噸広報費･雰諒標藩擴･会譲･資糊愉蹟･鮮臆入費･認･謡銅漬･人件費

内 容 事務用品購入（プリンターインク）

年月 日 令和4年4月28日～令和年 月 日 金額 jlグヅ0j円

目的
婆q力1口割『呈困フ ”J詞カーv〆『こいダ 0
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婆4力1口…
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関連性
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様式第1－1号

『…－「草~=~7Z司

支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

振替払込請求書兼受領証(振込金受領証)(040421）

F悪露悪瓦愚忌］
I

L 銀行） F

1

案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に※案分による支出がある場合は、

記入すること。

領収書等の金額、

経費項目 司踏形蹟･研修費･蛎癖費･霊側静瀧潰･会議費･難}峰･資繩駆費． 事務費･鳫諏園･人件費

内 容 事務所電気代（4月分）

年月 日 令和4年4月28日～令和年 月 日 金額 3， 867円

目的
堅4力1口割'己~1Jノ…カノノ1V〆~xVlエノ ロvゾイーリノ

使途
…ノブ1 ＝Ⅵ辿誰ノコノJ

鳥|冒雲I'旨巽' 00100100100 胸

令和 4年4月缶

Ⅱ

ゴ
Ｆ
Ⅲ
１

1 51国’ 900116 1嬰全’ 中部電力ミライズ株式会社

､使用期間 5月どど日～4月とU巳唱崔1r)

金額
7 7 3 5 ’ ’702円

ご依頭人氏名

林芳久仁様

お客さま番号・契約種別 容量 ご使用、 卜津今額の内訳(円）

罫

ﾉP一一一一一一~一一一~一一一一

EI従量電灯B -
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’ ’127 | 41135
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’ ’ 17 1 3600

日 附 印

Y沙
』

、一 Ⅱ

○

案分の理由

政務活動

使用のた

と後援会で

め。

領収書金額(a)

7,735円

案分率(U
1/2

％

1画1ロヨ.罠へI叫醒、｡グLuノ

3,867円



様式第1－1号

－軍~言-万司

支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

阜宕IIW室奈輻ｲっ、 彫2．索ｲ1nl l諦謹逹舌h藝寺･蛸藷ｲっ×、案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に案分による支出がある場合は、

記入すること。

※

,ｰ･乏壬妹 ゾ

経費項目 誌職費研修費⑳鶏熊鶏鱸会議費熱傭鎮静鱸入費蘂費……
内 容 郵送料

年月 日 令和4年4月30日～令和年 月 日 金額 504円

目的
政務活動に関する文書を発送

使途
郵送代

関連性

議員活動報告書を各団体長へ郵送
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／
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様式第1－4号

-Z~s~7軍司

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 林芳久仁）【 4月分】緒〃

く領収書貼付枠＞

宰埠杏号

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回値近の)給油B 総君ﾃ足鴎佳C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行E臨佳 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

)※単価による充当方式 ：単価（円） ×走行賎佳 (km)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×君了距離(km)/総走行足蹴(上記C) (km)
些､ログ壷同一一■公 ■ 色 一一"込 一△『 ÷公一"一屯 ■ 凸 0▲一再一一■ 兵

走行I "(km) 積算方法※ 充当額（円）

7〃、 』
/8円× 7％‘

３
km/ km /k"､j

く支払証明＞｣記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名 林芳久仁

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/f,ﾀガ 円

案分率(b)

／

／りり％

碁q力1口"J具へ閂函、ログ、Uノ

/kjj3 円



要領様式1‐2

月日 内 容 行 程 走行距離(km)

4/l

金
野村生涯教育センター講座出席
ふじのくに県民クラブ議会報告資料作成

清水区一駿河区（用宗）
－県庁一清水区

46 ． 7

２
土

地区まちづくり協議会出席（議会報告） 清水区内 8 ． 5

３
日

一般活動

４
月

2膳会議だより搬紐布(鮴･蝶6跡) 清水区一葵区一清水区 27． 5

5

火
2臆会誌だより繩細ホ(齢うくり雌･蝶16ｶ)W)
三保ｻｰﾓﾝ瀧場へ肩ﾎ蛾会社郷礁に肺

清水区内 39 ． 8

６
水

2月議会議会だより機関誌配布
(巾ﾉ'1蝶･群峰･鮴･まちうくり 17州）

清水区一富士市一清水
区（蒲原含む）

71 ． 2

7

木
2膳鵠会煙り繩細布(中ﾉﾄ蝶10雌員|と）
巾剛諏場翻暇|ﾅ6(剛11土手に手すり鯉)県罷

清水区一駿河区一清水
区

65 ． 1

8

金
2月議会議会だより機関紙配布（山剛自濫）
県虹湘鮴学入学式鵬(綱ｷｬﾝﾊﾟｽ･癖ｷｬﾝﾊﾟｽ）

清水区内 （山間地両河
内）

58 ． 0

9

土
一般活動

ｍ
日

一般活動

11

月

交通基盤部・港湾局・水産局（27日の
打合わせ）

清水区一県庁一清水区 21 ． 2

、
火

一般活動

13

水
“のくに県民ｸﾗﾌﾞ総耽り腱(誠）
2膳会議だより繩繩布(まちづくり跡5州）

清水区一県庁一清水区 29． 2

叫
木

2月議会議会だより機関紙配布（中小企
業8社及び地区自治会7か所）

清水区一駿河区一清水
区

28． 4

15

金

賎5年別､売り晴雄ｵｰﾅｰ|こｺﾛﾅ|[よ獺窯聞く （嘘金詑）
齢駆弛識ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ朧の凱艤を鱸

清水区内 12． 5

肥
士

2月議会議会だより機関紙配布（地元各
家庭配布30軒）

清水区内（由比含む） 21 ． 6

ｗ
日

地元自治会町より陳情あり現地に市議と
同行説明を受ける

清水区内 10． 3



一

(単位:km)

月日 内 容 行 程 走行距離(km)

18

月 ，

纐詞店噺獅諦甥獺ｴﾋﾞのｺﾗﾎﾞ瀦理識
'q

バンダイ蒲|ﾅ会社社長|琉上繩と柵の趾ﾘkついて 謬警 清水区内
(蒲原・由比含む） ，

9 37． 8

⑲
火

刺､嶬賑(ﾉｽﾞﾙ生産） ・珊鑑2獅制2社|こて雛間諏リ
蛾会社賑|こ#”値上げにつ｝､燗諏リ

清水区一葵区一清水区 27． 6

加
水

中小企業6社の社長・社員に2月議会の
機関紙を配布

清水区内（由比含む） 28 ． 5

勺f
竺止

G

木

中小企業7社の社長・社員に2月議会の
機関紙を配布

清水区内 23 ． 2

ワク
~~

金
野村生涯教育センター講座出席
県細土ﾎ事獅で30輸|と藻訶力咄t賎の今眼噌え鯏虹|［
ついて識聞く

清水区一駿河区一
清水区

37． 2

羽
土

､施性､僻雛雌合岫(敵化合鮭謹）
齢細細Ⅲ舳鯆メーデー参加(歸幟覗鯏告)テルサ

清水区一葵区一清水区 31 ． 3

塑
日

第26回静岡アートフェステ

品視察（24'人の作家が出展)（鱗嬢『
清水区一葵区（青葉イ
ベント広場） 一清水区

21 ． 2

お
月

交通基盤部（港湾局と水産局）全日本海
員組27日の開催部付と打合わせ

清水区一県庁一清水区 21 ． 2

調
火

齢細細地鯏誌#鶉にて県鱸告
鮴鯉詳部噸エビ雛の棚kつい燗諏リ

清水区（由比含む）－駿
河区一清水区

42． 6

幻
水

全日輔員組合職賑他2紐県潔局剛ﾎ翫舗長6人に悪唯
捗蠅につい燗〈

清水区一県庁一清水区 21 ． 2

28

木
2月議会機関紙配布（中小企業他10社） 清水区（蒲原・由比含

む）

38． 6

汐
金

㈱電機工業会社社長より雇用問題トラブ
ルの相談有り対応策検討

清水区内 15． 7

列
土

商店会役員にコロナ状況及び先の対策に
ついて話を聞く

清水区内 10． 2

合 計 796 ． 3


